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令和３年度の推進状況 

 

１．プラン推進体制の強化 

 

 

 

 

 

・各課の実務担当者を担当長以上から選任し、プラン推進の体制を強化した。 

・実施計画作成時に、全課対象のヒアリングを実施した。 

各課の実情や課題を共有し、各課との対話によって具体的な取り組みの検討や指標 

を用いた評価の仕組みをつくった。 

     ・実務担当者会議を年度途中にも開催し、審議会のご意見の共有を円滑にする。 

    

  

２．法律相談のリニューアル 

   

 

 

 

 

・原則、毎月第４火曜日の午後１時から３時までで、１人 30分。予約先着４人。 

女性の弁護士が相談に応じる。 

・今年７月から、「女性のための法律相談（DV被害者優先）」を「女性の弁護士による法律相 

談（DV関連優先）」に変更し、性別に関わらず、どなたでも利用できることとした。 

・電話でも相談を受けることとした。 

           

【法律相談実施状況】 

 実施件数 

（うち４件とも実施の月数/12月） 

予約なしのため未実施 

（キャンセルを含む） 

利用率 

平成 30年度 25件 （２月/12月） ２回 52.1％ 

令和元年度 19件 （２月/12月） ４回 39.6％ 

令和２年度 19件 （２月/12月） ３回 39.6％ 

      ※令和３年７月は、４件実施。うち、１件は電話による相談。 

     

【課題】 

・周知方法について 

・ひとりあたりの相談時間について 

・その他 

 

基本目標Ⅰ 男女共同参画意識が定着したまちづくり 

基本施策２  男女共同参画を推進する体制等の充実 

   ④ 男女共同参画推進プランの進行管理 

   28 検証方法を含めた実施計画の立案 

基本目標Ⅳ 男女がともに安心してくらせるまちづくり 

基本施策１  DV防止対策と被害者支援の仕組みづくり【DV対策基本計画】 

   ② DV被害者への相談支援体制の充実 

82 弁護士相談及び人権相談の充実 
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３．「生理の貧困」への対応 

 

 

  

     

 

   ・新型コロナウイルス感染拡大の影響等により、特に女性に深刻な影響が広がる中、生理用 

品の入手が困難な状態、いわゆる「生理の貧困」が社会問題となっている。 

・本年４月に、緊急対策として防災備蓄品を拠出し、生理用品 280パックをお困りの方にお配 

りすることを決定した。女性に安心してお受け取りいただくために、日常的に女性からの相 

談を受けている当課及び男女共同参画センターで担当することとし、４月 23日から配布を 

始めた。５月 17日からは、各市民センター、山滝支所でも配布している。 

・配布時には、本市の相談事業の案内ちらしを一緒に渡している。 

 

 

４． 「災害対応力を強化する女性の視点～男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドライン

～（令和２年５月策定 内閣府男女共同参画局）」を踏まえた災害時職員動員計画作成 

 

 

 

 

 

     初動体制における避難所配備職員は、一部例外を除き、１施設あたり２名の配備として 

いるが、避難者の様々なニーズに配慮した的確な支援を行うため、極力、男女１名ずつの 

配備を求めた。結果は、以下のとおりとなった。 

       

【職員数】  

女性職員の割合が 27.9％（令和２年度）から 37.0％（令和３年度）になった。 

   

 

 

 

 

     【避難所数】  

     男女混成の割合が 37.5％（令和２年度）から 62.5％（令和３年度）になった。      

 

 

 

 

 

基本目標Ⅳ 男女がともに安心してくらせるまちづくり 

基本施策３  一人ひとりが自分らしく暮らせるための仕組みづくり 

    ⑤ 多様化する新たな課題への支援 

106 多様なニーズに対応するための相談体制づくり 

基本目標Ⅳ 男女がともに安心してくらせるまちづくり 

基本施策４  防災の分野における男女共同参画の推進 

    ① 男女共同参画の視点を取り入れた地域防災 

111  男女共同参画の視点からの避難所運営 

 令和３年度 令和２年度 増減 

男性職員（人） 85 98 △13 

女性職員（人） 50 38 12 

合計   （人） 135 136 △１ 

 令和３年度 令和２年度 増減 

男性のみ（箇所） 20 34 △14 

女性のみ（箇所） 4 6 △2 

男女混成（箇所） 40 24 16 

合計   （箇所） 64 64 0 
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【男女混成配備とならなかった要因】  

やむを得ず男女混成配備とならなかった 21課（25避難所）に、危機管理課と人権・男女 

共同参画課から避難所配備職員に関するアンケートを実施した。 

「遠い住所地やペーパードライバーであることなど、開設に遅れが生じる懸念を避けた」､

「避難所開設・運営の経験豊富な職員を充てることを優先した」、「所属職員の男女人数割 

合に著しい偏りがある」、「事務分掌業務（災害対応以外の所管業務）の維持を考慮した」な 

どの要因があった。 

  

         

５．第４期きしわだ男女共同参画プラン策定の周知 

広報きしわだ８月号で特集記事を掲載した。 

    ４つの基本目標及び市民、事業者、教育関係者の取り組みを紹介。 


